
　※ 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する者は、受験できない。
　※ 「採用予定数」及び「第１次試験予定地」は、令和８年３月３日時点での予定であり、今後変更することがある。
　※ 「若干名」とは、１名から４名までをいう。
　※ 「第１次試験日」、「第１次試験合格者発表」、「第２次試験日」及び「最終合格者発表」は、台風の影響等により変更することがある。

令和８年度障害者を対象とした沖縄県職員採用選考試験計画
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第１次
試験日

１０月１８日(日)

受付期間・申込先・試験方法等

１　試験案内等配布開始日　　６月２９日(月）

２　受付期間　　７月６日（月）から７月２７日（月）まで

３　申込先　　沖縄県人事委員会事務局

４　試験方法
　　第１次試験　　教養試験
　　第２次試験　　作文試験、個別面接、適性検査

５　資格調査　　受験資格等の調査

平成３年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた者で次に掲げる
手帳等の交付を受けているもの

　１　⑴　身体障害者手帳
　　　⑵　身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の
　　　 　定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられ
　　　　 る様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の
　　　　 雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨
　　　　 が記載された診断書・意見書
　　　⑶　産業医による⑵に準じる診断書・意見書（心臓、じん臓、
　　　 　呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス
　　　 　による免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。）

　２　都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等
　　又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、
　　精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害
　　者であることの判定書

　３　精神障害者保健福祉手帳

※　上記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効で
　あることが必要
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